【知的財産特論】知識項目レポート⑤
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１．特許法の保護対象と目的、保護期間、管轄省庁について、著作権法と対比して、［　］内に記述しなさい。
	権利
	保護法
	保護対象
	目的
	存続期間
	管轄

	著作権
	著作権法
	著作物
	文化の発展
	・創作の時から著作者の死後50年
※権利が発生するのは創作の時
・映画の著作物は公表の時から70年
	文化庁

	特許権
	特許法
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　　の発達
	　
　　　の日から20年
※権利が発生するのは設定登録の日
	
　　　



２．「発明」とは何か。特許法における「発明」の定義について、［　］内に記述しなさい。
特許法第2条第1項では、発明とは、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と定義されている。
３．次の特許法上の発明に該当しないものに関し、その理由について、［　］内に記述しなさい。
特許法上の発明に該当しないもの　　　　.　　　　特許法上の発明に該当しない理由　　　　　
記入例）　・計算方法



［人為的な取り決めであり、自然法則を利用してない　］
　　　　　　・永久機関　　

　　　　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
　　　　　　・フォークボールの投げ方
　　　　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
・エックス線の発見　
　　　　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
　　　　　　・機械の操作マニュアル　　　　　　　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
　　　　　　・質量保存の法則


［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
４．特許権を取得するための要件（特許要件）について、簡潔に説明しさない。
	


【知的財産特論】実践編レポート⑤
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1．下図に示したコーヒードリップの改良について、次の問いにそって考えてみましょう。

	【コーヒードリップの改良の流れ】


布フィルター　→　紙フィルター＋ドリップ容器　　　　　　　 　 →　　　　　　　　　？　   
(1) 現状技術の問題点や課題は？　　　　　　　   (2)改良アイデア発想？   (3)課題を解決した商品？
　　　　　　　　　　　　　　　　



(1) 図中に示したような「紙フィルター＋ドリップ容器」によるコーヒードリップの問題点や課題は、どんなことがあげられますか。（複数回答可）
	


(2) “(1)”の課題を解決するための具体的なアイデア（手段・構成等）を、以下に示した２つのテーマで、それぞれ書いてみましょう。（図でも文章でも可）
	　　　一杯分のコーヒーを入れる


	　　　　　　　おいしいコーヒーを入れる


(3) “(2)”で発想したアイデアをヒントに課題を解決する最終的な商品の姿(実施例)を図と文章で示して下さい。
	


